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次の 3問中 1問を選択して答えなさい。

（答案の冒頭に，選択した問題番号を明記すること）

(1) Xは、 「2022年 4月5日、甲土地を所有者であるAから代金 1800万円で買

い受けて現在所有しているが、 Yが勝手に甲土地全体を駐車場として常時使用し

て占有している」と主張して、 Yに対し、所有権に基づく明渡請求訴訟を提起し

た。これに対しYは、 「甲土地は、2022年 9月9日に、当時の所有者である Xか

ら私が 2000万円で買い受けて、以後占有している」と主張して争った。裁判所は、

以上の主張を審理し、証拠調べの結果から「XがYに甲土地を売り渡した事実は

認められないが、 Xは、 Yが買い受けたと主張した時期に、甲土地を娘婿の Zに

贈与し、 2022年 10月に ZはこれをYに2000万円で売却した」と認定し、 2023

年 2月 17日、 Xの請求を棄却する判決をした。この判決に、訴訟法上の問題点は

あるか。

(2) 当事者の確定の意義及び確定基準について説明しなさい。

(3)破産手続と民事再生手続とで、担保権消滅許可制度にどのような違いがある

か。両手続の目的の差異を踏まえつつ論じなさい。

以上
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